
協議事項（１）

地域共生に向けた包括的支援体制の構築

（福祉長寿局福祉長寿政策課）

１ 要旨

社会的孤立や大人のひきこもりなど、地域の生活課題が多様化、複合化する中で、この

ような支援ニーズを地域や社会で受け止める「地域共生社会の実現」が求められている。

市町では、包括的な支援体制の構築を推進するため、「重層的支援体制整備事業」が展開

されているが、市町間において取組の差が見られる。

ついては、地域共生社会の実現に向けた方策、市町への支援策等について意見を伺う。

（地域共生社会）

制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の

多様な主体が『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』

つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会

２ 市町の取組状況

(1) 重層的支援体制整備事業

・令和２年の社会福祉法改正により創設

・５つの事業（包括的相談支援事業、参加支援事業、地域づくり事業、多機関協働事業、

アウトリーチ等を通じた継続的支援事業）を一体的に実施し、包括的な支援体制を構

築する。

区分 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６見込

実施
市町数

１
（函南町）

２
（函南町・熱海市）

１２
（函南町・熱海市・静岡市・浜松市・富士宮市・富士
市・御殿場市・伊豆市・清水町・小山町・吉田町）
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(2) 包括的相談支援体制の整備状況

○目標

・令和６年度末までに県内全市町で包括的な相談支援体制を整備

※Ｒ３までは実績、Ｒ４以降は計画

○整備状況と課題

３ 県の取組（令和５年度関連予算）

(1) 地域共生のための包括的相談支援体制構築事業（予算額：4,100千円）

・市町における包括的相談支援体制の構築を支援するため、アドバイザーの派遣や、

体制構築に向けた意識醸成を図る地域別研究会の開催等

(2) 誰ひとり取り残さない福祉の仕組みづくり事業（予算額：7,200千円）

・市町における支援体制を強化するため、福祉関係者による日頃の活動を通じた要配

慮者の実態把握と情報提供

・ＮＰＯ等の多様な団体同士の協働を促進するため、団体間のネットワークづくり、

ワークショップや個別支援検討会の実施

項 目 Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

包括的相談支援体制の

整備を行った市町数
11 15 19 20 27 35

区 分 市町数 課 題

整備済 19

・複合的な事例を組織横断的にアセスメントする仕組みの構築

・専門職の育成（多様な相談の受け止め、複合的な事例のコーデ

ィネート）

検討中 11
・体制構築の必要性の認識はあるが、体制整備のノウハウがない

・相談機関間で連携・調整が可能な体制づくり（調整役の配置等）

予定なし 5 ・体制構築の必要性の認識が不足しているため、意識醸成が必要

項 目 内 容

アドバイザー派遣 複合的事案の担当部署（中核機関）の調整に係る助言

相談支援 関係部署、相談支援機関等との連携に係る相談、調整

推進部会の開催 市町への支援に係る課題整理、支援方針等の検討

連携担当職員の養成研修 多機関協働事業における中核的機関の役割の理解・実践

地域別研究会開催 市町の意識醸成、取組促進、先進事例等の紹介

項 目 内 容

アウトリーチ型支援体制の

構築

要配慮者の実態把握

・福祉関係者による実態把握を行い、把握事案を相談支援機関へ情報

提供

官民連携による要配慮者支援

の充実

ＮＰＯ等の多様な連携体制の構築

・県全域のＮＰＯ等多様な団体のネットワークづくり

・説明会、シンポジウム、情報交換会

モデル地域における要配慮者支援に向けた取組

・地域の現場課題ワークショップ

・要配慮者の個別支援検討会及び支援の実施

孤独・孤立対策のための好事例の調査、把握、情報発信



≪参考≫

相
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者
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（ 
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す
る
人
が
い
な
い 

）

孤独・孤立対策に係る取組の全体像

多機関協働事業

〇 支援の方向性を整理

〇 関係機関の役割分担

包括的相談支援事業
〇 包括的に相談を受け止める

〇 課題を整理する

〇 多機関協働事業につなぐ

高　齢

障　害

こども

生活困窮

支援機関と
連携・調整

相談支援機関

アウトリーチによる把握
（Ｒ４～誰ひとり事業）

〇 訪問等に出向く中で、支援が必要にも
　 かかわらず届いていない人を把握

＜Ｒ４実績＞
〇 １ 市で20事例を把握
　→ うち10事例が、公的支援を拒否
　→ うち17事例が、複数課題を抱える
＜判明した課題＞
○ 多様なニーズに対応できる支援機関の不足
　 ・公的支援を拒否する要配慮者への対応
　 ・個別性の高い要配慮者への対応
　 ・地域に根ざす支援団体が少ないことへの対応
〇 公的支援の支援範囲の限界
　・潜在的な要配慮者への予防的な対応

≪一般的な支援の流れ（行政による包括的支援体制）≫

≪孤独・孤立の支援の流れ≫

NPO法人の孤独・孤立対策に係る調査
（R4）

〇孤独孤立対策を実施するのは160団体

　・うち122団体が、連携が必要と回答

　・「得意分野を生かした多面的な支援が

　　必要」「単独では支援が困難」「NPO

　　同士がつながる場がない」等

参画

〇個別事例に対するNPOの特性を
　生かした具体的支援行政に

つなぐ

参加支援
〇 既存の地域資源へのつなぎ

〇 新たな支援メニューを創出

就労支援

居住支援

居場所

見守り

≪ 機 関 ≫ ≪ 内 容 ≫

フォーマル

インフォーマル

就　労 医　療

居　住 教　育

福　祉 消費者相談

多文化共生

市町

社福法人

NPO
(新規参入)

社協

民間企業

相談支援機関

民生委員

医療機関

＜各地区の個別支援検討会等＞

○各地区の個別事例検討会等へ
　NPOが参画

○公的支援を開始する前からの、
　NPO等による予防的な支援

課
題

解
決
へ

情報
共有

多様な連携体制（Ｒ５新規）

〇 多様な団体同士の協働促進のため、相互理解や成功

　事例の共有等を行う。活動分野や地域の枠に捉われ

　ない緩やかなつながりを創出

ＮＰＯ
（見守り）

ＮＰＯ
（生活支援）

社会福祉
協議会

ＮＰＯ
（居場所）

社会福祉法人

市町

（ネットワークのイメージ）


